
政
令
第

号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
十

七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
、
第
五
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
（
」
を
「
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築

物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
応
急
仮
設
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
た
建
築
物
（
い
ず
れ
も
」
に
、
「
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
仮
設
建
築
物
」
を
「
応
急
仮
設
建
築
物

等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
単
に
」
を
削
り
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同

条
第
七
項
」
に
改
め
る
。



第
百
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項

及
び
第
八
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
、
「
第
八
十
七

条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
）
、
法
第
五
十
三
条
第
六

項
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
条
第
十
五
項
（
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
、
法
第
五
十
三
条
第
六
項
第

三
号
、
同
条
第
九
項
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四

条
第
二
項
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二

項
」
に
改
め
、
「
第
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
同
条
第
十
項
（
同
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
、
同
条
第
六
項
（
同
号
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
、
」
に
改
め
、
「
第
六

十
八
条
の
七
第
五
項
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
第
四

号
中
「
第
三
項
及
び
」
を
「
第
三
項
、
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
第
六
項
並
び
に
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に



「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
九
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
法

第
十
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
、
法
第
八
十
五
条
第
八
項
又
は
法
第
八
十
七
条
の
三
第
八
項
の
規
定
に
係
る
も
の
を
行
う
場

合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
建
築
審
査
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
建
築
審
査
会

（
建
築
審
査
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
）
」
と

す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二

十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
第
七
条
及
び
第
八
条
」
を
「
及
び
第
七
条
」
に
改
め
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。



第
七
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す

る
政
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

一

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条

二

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す

る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
十
一
号
）
第
二
条

三

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関

す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条

四

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る

政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条

附

則



こ
の
政
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
い
、
応
急
仮
設
建
築
物
の
存
続
期
間
等
の
延
長
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
等
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


